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(57)【要約】
　撮像装置は、撮像素子における撮像面の裏面から突出
するように設けた複数本のマイクロピンと、複数本のマ
イクロピンをそれぞれ貫通可能に形成した貫通孔又は貫
通溝が設けられた電子備品を実装可能とする基板面を有
する複数の電気基板と、撮像素子の裏面に、複数本のマ
イクロピンを複数の電気基板の貫通孔又は貫通溝にそれ
ぞれ貫通した複数の電気基板を積層した状態で、複数本
のマイクロピンと複数の電気基板とを貫通孔又は貫通溝
に隣接するランド部での半田付けにより固定する半田付
け部と、を具備する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子における撮像面の裏面に、該裏面から突出するように設けた複数本のマイクロ
ピンと、
　前記複数本のマイクロピンをそれぞれ貫通可能に形成した貫通孔又は貫通溝が設けられ
た基板面を有する複数の電気基板と、
　前記撮像素子の裏面に、前記複数本のマイクロピンを前記複数の電気基板の前記貫通孔
又は前記貫通溝にそれぞれ貫通した前記複数の電気基板を積層した状態で、前記複数本の
マイクロピンと前記複数の電気基板とを前記貫通孔又は前記貫通溝に隣接するランド部で
の半田付けにより固定する半田付け部と、
　を具備したことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記複数の電気基板における少なくとも１枚には、電子部品が実装された基板面を有す
る第１の電気基板を有し、前記第１の電気基板に隣接して積層される第２の電気基板には
、前記電子部品を収納可能とする開口部を有することを特徴とする請求項１に記載の撮像
装置。
【請求項３】
　前記撮像素子の裏面から突出するように設けられた前記複数本のマイクロピンは、それ
ぞれ１本のピンで形成されていることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記複数の電気基板は、殆ど同じサイズの矩形形状であり、前記基板面に実装される前
記電子部品は、前記基板面の中央に実装されることを特徴とする請求項２に記載の撮像装
置。
【請求項５】
　前記複数本のマイクロピンは、前記撮像素子の裏面における周縁に沿って設けてあるこ
とを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記複数本のマイクロピンは、矩形形状の前記撮像素子の裏面における矩形の４辺に沿
った周縁に沿って設けてあることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、前記撮像装置との間で信号を伝送する信号ケ
ーブルと電気的に接続されると共に、少なくとも１本以上の第２のマイクロピンは、前記
信号ケーブルと電気的に接続されないことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、前記撮像装置との間で信号を伝送する信号ケ
ーブルと電気的に接続されると共に、前記第１のマイクロピンの数倍の本数の第２のマイ
クロピンは、前記信号ケーブルと電気的に接続されないことを特徴とする請求項２に記載
の撮像装置。
【請求項９】
　前記信号ケーブルと電気的に接続されない前記第２のマイクロピンの前記撮像素子の裏
面から突出する各端部は、前記撮像素子の裏面に積層された前記複数の電気基板における
少なくとも最も後方側の基板面よりも、後方側に突出しないように配置されることを特徴
とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記信号ケーブルと電気的に接続されない前記第２のマイクロピンの前記撮像素子の裏
面から突出する各端部は、前記撮像素子の裏面に積層された前記複数の電気基板における
少なくとも最も後方側の基板面よりも、後方側に突出しないように配置されることを特徴
とする請求項８に記載の撮像装置。
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【請求項１１】
　前記半田付け部を形成するランド部は、前記複数の電気基板における前記撮像素子側と
反対側となる基板面のみに設けてあることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記撮像装置は、内視鏡における挿入部の先端部に搭載されることを特徴とする請求項
２に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記撮像装置は、内視鏡における挿入部の先端部に搭載されることを特徴とする請求項
４に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンの前記撮
像素子の裏面から突出する各端部は、信号を伝送する信号ケーブルと電気的に接続される
と共に、前記複数本のマイクロピンにおける１本以上の第２のマイクロピンが前記撮像素
子の種類識別用マイクロピンとして用いられることを特徴とする請求項２に記載の撮像装
置。
【請求項１５】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、信号を伝送する信号ケーブルと電気的に接続
されると共に、前記複数本のマイクロピンにおける１本以上の第２のマイクロピンが前記
撮像素子の種類識別用マイクロピンとして用いられることを特徴とする請求項４に記載の
撮像装置。
【請求項１６】
　１本の前記第１のマイクロピンと、１本の前記第２のマイクロピンとは共通して使用さ
れることを特徴とする請求項１５に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記複数の電気基板における前記撮像素子の裏面から最も離間した電気基板には、集積
回路が実装されることを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記第１の電気基板の基板面には、前記電子部品と少なくとも１つのランド部とを接続
するプリントパターンが形成されていることを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　複数本のマイクロピンが設けられた撮像素子を備えた撮像装置の製造方法において、
　前記撮像素子における撮像面の反対側の裏面から突出するように設けられた複数本のマ
イクロピンを、複数の電気基板における両基板面を貫通するように設けた貫通孔又は貫通
溝にそれぞれ貫通させる第１のステップと、
　前記複数本のマイクロピンを加熱することにより、前記貫通孔又は前記貫通溝に隣接す
るランド部に設けた半田ボールを溶融して、前記撮像素子の裏面に、前記複数の電気基板
を積層した状態で、前記複数本のマイクロピンと前記複数の電気基板とを半田付け部で固
定する第２のステップと、
　を具備することを特徴とする撮像装置の製造方法。
【請求項２０】
　さらに、前記撮像素子の裏面から突出する複数本のマイクロピンの端部における前記複
数本の数分の１となる複数本の第１のマイクロピンのみを、信号ケーブルを構成する複数
のリード線に半田付けする第３のステップを有することを特徴とする請求項１９に記載の
撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡等に搭載される撮像素子を備えた撮像装置及び撮像装置の製造方法に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、医療用分野及び工業用先において挿入部の先端部に撮像装置を搭載した内視鏡が
広く用いられるようになっている。　
　図１３は特開２００８－１７７７０１号公報に開示された撮像装置の構成に類似した内
視鏡挿入部の先端部に搭載された従来例の撮像装置１００の構成を示す。　
　この撮像装置１００は、複数のレンズ１０１ａ～１０１ｆから構成された対物レンズ系
１０１と、対物レンズ系１０１を保持するレンズ枠１０２と、撮像素子１０３の一部を保
持する素子枠１０４と、シールド材１０５と、熱収縮チューブ１０６と、信号ケーブル１
０７を覆う保護チューブ１０８と、封止樹脂１０９とにより、主要部が構成されている。
【０００３】
　　素子枠１０４の先端側の内周面には、レンズ枠１０２の後端側の外周面が嵌合し、素
子枠１０４の後端側の外周面には、シールド材１０５の先端側が固定されている。さらに
、素子枠１０４の先端側の外周面には、素子枠１０４及びシールド材１０５の外周面を覆
う熱収縮チューブ１０６が固定されている。熱収縮チューブ１０６の後端側は、保護チュ
ーブ１０８の先端側の外周面に固定されている。　
　　この撮像装置１００においては、対物レンズ群１０１の光軸に沿った後方側において
、シールド材１０５及び熱収縮チューブ１０６によって閉塞された気密な空間が形成され
ている。
【０００４】
　その空間内には、撮像素子１０３、この撮像素子１０３に接続されたフレキシブルプリ
ント基板（ＦＰＣと略記）１１０、このＦＰＣ１１０に搭載されたトランジスタ１１１、
コンデンサ１１２，抵抗１１３等の電子部品、信号ケーブル１０７から延出されたリード
線１０７ａ等が収納され、それらの周囲に充填された封止樹脂１０９で封止されている。
　
　また、撮像素子１０３は、ボンディング部１１５においてＦＰＣ１１０のリードワイヤ
１１４と電気的に接続されている。　
　また、リードワイヤ１１４により撮像素子１０３にその先端側が接続されたＦＰＣ１１
０は、撮像素子１０３の底面側からその裏面側の斜め上方に向かって延出されている。斜
め上方に延出されたＦＰＣ１１０の上面には、上記トランジスタ１１１等が実装され、底
面側には信号ケーブル１０７のリード線１０７ａが半田付け部１０７ｂにて電気的に接続
されている。
【０００５】
　なお、撮像素子１０３の撮像面１０３ａは、第１のカバーガラス１１６で保護され、こ
の第１のカバーガラス１１６の前に、素子枠１０４に固定された第２のカバーガラス１１
７が配置されている。　
　　図１３に示したような撮像装置１００を備えた内視鏡の他に、例えば特開２０００－
３５４５８４号公報には、光学式内視鏡の接眼部に装着されるテレビカメラに採用される
撮像素子としてのＣＣＤを備えた撮像装置が開示されている。　
　この撮像装置においては、ＣＣＤを台座に取り付け、このＣＣＤ及び台座の背面側に突
出するＣＣＤのマイクロピンに、ＦＰＣの先端側が接続され、このＦＰＣは、略Ｕ字状に
折り曲げられて後方側に延出されている。このＦＰＣには、電子部品が実装される。
【０００６】
図１３の第１の従来例の撮像装置１００においては、撮像素子１０３の裏面における電子
部品が実装されるＦＰＣ１１０周辺部は、対物レンズ系１０１の光軸方向に長く延出され
る構造である。そのため、この撮像装置１００を内視鏡の挿入部の先端部に、対物レンズ
系１０１の光軸方向を先端部の長手方向と平行に設けた場合、硬質の先端部の長手方向の
サイズ、つまり硬質長が大きくなってしまう。　
硬質の先端部の長手方向のサイズが大きくなってしまうと、屈曲した体腔内等への挿入性
が低下する。また、特開２０００－３５４５８４号公報に開示された第２の従来例の撮像
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装置の場合においてもＵ字形状のＦＰＣが撮像素子の裏面側に延出されている。
【０００７】
このため、第２の従来例の撮像装置を、仮に内視鏡の先端部に設けた場合には、図１３の
撮像装置１００の場合と同様に、先端部の長手方向のサイズが大きくなってしまう欠点が
ある。　
また、第１の従来例の撮像装置１００は、撮像素子１０３とＦＰＣ１１０との接続部の強
度を十分に大きくすることが困難であった。　
また、第１及び第２の撮像装置を、その対物レンズ系の光軸方向を先端部の長手方向と直
交する方向に設けた場合には、先端部の半径方向のサイズが大きくなってしまう。　
また、上記第２の従来例の撮像装置においては、電子部品を搭載したＦＰＣは、屈曲等の
加工し易い特性を有する反面、その屈曲量が製品毎にばらつかないように所定値以内に設
定する調整作業などのために組み立てに手間がかかってしまう可能性がある。
【０００８】
このため、この撮像装置を内視鏡の挿入部の先端部等に搭載した場合にもそのサイズも小
さくすることができる撮像装置が望まれると共に、簡単に組み立てられる構造の撮像装置
が望まれる。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、小型化するのに適した撮像装置及
び撮像装置の製造方法を提供することを目的とする。　
　また、小型化に適し、かつ簡単に組み立て易い撮像装置及び撮像装置の製造方法を提供
することも目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の撮像装置は、撮像素子における撮像面の裏面に、該裏面から突出するように設
けた複数本のマイクロピンと、
　前記複数本のマイクロピンをそれぞれ貫通可能に形成した貫通孔又は貫通溝が設けられ
た基板面を有する複数の電気基板と、
　前記撮像素子の裏面に、前記複数本のマイクロピンを前記複数の電気基板の前記貫通孔
又は前記貫通溝にそれぞれ貫通した前記複数の電気基板を積層した状態で、前記複数本の
マイクロピンと前記複数の電気基板とを前記貫通孔又は前記貫通溝に隣接するランド部で
の半田付けにより固定する半田付け部と、
を具備したことを特徴とする。　
　本発明における複数本のマイクロピンが設けられた撮像素子を備えた撮像装置の製造方
法は、
　前記撮像素子における撮像面の反対側の裏面から突出するように設けられた複数本のマ
イクロピンを、複数の電気基板における両基板面を貫通するように設けた貫通孔又は貫通
溝にそれぞれ貫通させる第１のステップと、
　前記複数本のマイクロピンを加熱することにより、前記貫通孔又は前記貫通溝に隣接す
るランド部に設けた半田ボールを溶融して、前記撮像素子の裏面に、前記複数の電気基板
を積層した状態で、前記複数本のマイクロピンと前記複数の電気基板とを半田付け部で固
定する第２のステップと、
　を具備することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は本発明の第１の実施形態を備えた内視鏡システムの全体構成図。
【図２】図２は本発明の第１の実施形態における内視鏡の先端部の構成を示す断面図。
【図３】図３は本発明の第１の実施形態の撮像装置の構成を示す断面図。
【図４】図４はマイクロピンが設けられた撮像素子及び電気基板を示す斜視図。
【図５Ａ】図５Ａは第１の電気基板を示す図。
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【図５Ｂ】図５Ｂは第２の電気基板を示す図。
【図５Ｃ】図５Ｃは第３の電気基板を示す図。
【図５Ｄ】図５Ｄは第４の電気基板を示す図。
【図６Ａ】図６Ａは撮像素子の裏面に第１の電気基板を密着させた状態を示す斜視図。
【図６Ｂ】図６Ｂは撮像素子の裏面に４枚の電気基板を密着させた状態を示す断面図。
【図６Ｃ】図６Ｃは図６Ｂの状態において、加熱炉を用いてマイクロピンを各電気基板の
ランド部において半田付け部を形成する様子を示す断面図。
【図７】図７は撮像装置を製造する代表的な手順を示すフローチャート。
【図８Ａ】図８Ａは第１変形例における撮像素子及び４枚の電気基板を密着させた状態を
示す斜視図。
【図８Ｂ】図８Ｂは撮像素子に種類識別用マイクロピンを設けた場合の説明図。
【図８Ｃ】図８Ｃは第２変形例における撮像素子及びその裏面に積層化した４枚の電気基
板から突出するマイクロピンにリード線を電気的に接続した状態を示す側面図。
【図９Ａ】図９Ａは撮像装置におけるフレキシブル回路基板を切り欠いた折り曲げ部に信
号ケーブルを接続した構成を示す断面図。
【図９Ｂ】図９Ｂは図９ＡのＡ矢視図。
【図１０Ａ】図１０Ａは信号線群側とその外側のシース側とを進退できる構造にした信号
ケーブルの構成を示す図。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは図１０Ａの信号ケーブルの信号線群を基板に半田付けして電気的
に接続した状態を示す図。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは半田付け後に信号線群の外側となるシース側側を移動した状態を
示す図。
【図１１Ａ】図１１Ａはブロック化実装部品の端面に設けたパッドに樹脂部材にセットさ
れた信号ケーブルを接続した撮像装置の構成を示す図。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは図１１ＡにおけるＢ矢視による樹脂部材を示す図。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは図１１Ｂの樹脂部材を製造する工程の説明図。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは図１１Ｃの工程の後の工程を示す説明図。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは研磨した工程の生成物の説明図。
【図１１Ｆ】図１１Ｆは、図１１Ｅに示す工程後に、さらに研磨した場合の生成物の説明
図。
【図１２Ａ】図１２Ａはブロック化実装部品のピンに信号ケーブルを接続した撮像装置を
示す斜視図。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは信号ケーブルが半田付けで接続されるブロック化実装部品の概略
の構成を示す断面図。
【図１３】図１３は従来例における撮像装置の構成を示す断面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。　
（第１の実施形態）
　図１に示すように、内視鏡検査を行う内視鏡システム１は、内視鏡２を有する。この内
視鏡２は、術者が把持して操作を行う操作部３と、この操作部３の前端に形成され、体腔
内等に挿入される細長の挿入部４と、操作部３の側部からその基端が延出されたユニバー
サルコード５とにより構成されている。　
　又、挿入部４は、その先端に設けた硬質の先端部６と、この先端部６の後端に設けた湾
曲自在の湾曲部７と、この湾曲部７の後端に設けた長尺で可撓性を有する可撓管部８とか
らなり、湾曲部７は操作部３に設けた湾曲操作レバー９により湾曲操作が可能である。　
　又、挿入部４の先端部６には、光学的観察を行うための対物レンズ系１１を取り付けた
観察窓と、この対物レンズ系１１の表面に水や空気等の流体を噴きつけるノズル１２と、
照明光を出射して照明する照明窓１３と、処置具挿通孔の先端開口１４とが設けられてい
る。
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【００１３】
　ノズル１２から気体と液体を選択的に噴出させるため、操作部３には送気送水操作ボタ
ン１６と、処置具挿通孔の先端開口１４より選択的に体腔内の粘液等を回収するための吸
引操作ボタン１７とが配設されている。処置具挿通孔は、挿入部４内に配設された図示し
ないチューブ等によって形成され、操作部３の前端付近に設けた処置具挿入口１８と連通
されている。　
　又、ユニバーサルコード５の末端にはコネクタ１９が設けられ、このコネクタ１９は内
視鏡の光源装置２１に接続される。コネクタ１９の先端から突出する流体管路の接続端部
となる口金（図示せず）と、照明光の供給端部となる、ライトガイド口金（図示せず）と
は光源装置２１に着脱自在で接続され、又、側面に設けた電気接点部には接続ケーブル２
３の一端が接続される。
【００１４】
　又、接続ケーブル２３の他端のコネクタは、ビデオプロセッサ２２に電気的に接続され
る。ビデオプロセッサ２２は、内視鏡２の先端部６に搭載した撮像装置３１（図２参照）
を駆動する駆動信号を供給し、この駆動信号の供給により撮像装置３１から出力される撮
像信号（画像信号）に対して信号処理を行い映像信号を生成する。　
　このビデオプロセッサ２２により生成された映像信号は内視鏡２のモニタ２５に出力さ
れ、モニタ２５の表示面には撮像装置３１で撮像した画像が内視鏡画像として表示される
。光源装置２１、ビデオプロセッサ２２、モニタ２５等の周辺装置は、患者情報の入力等
を行うキーボード２４と共に、架台２６に配置されている。　
　光源装置２１で発生した照明光は、ユニバーサルコード５から操作部３及び挿入部４内
を通したライトガイド２８（図２参照）により伝送され、先端部６の照明窓１３から、体
腔内に拡開して照射され、患部等の被写体側を照明できるようにしている。
【００１５】
　図２は撮像装置３１等が設けられた先端部６の構成を示し、図３は図２の撮像装置３１
部分の構成を示す。　
　先端部６を構成する略円柱形状の硬質の先端部材６ａには、その長手方向に観察窓を形
成する貫通孔が設けられ、この貫通孔には撮像手段としての撮像装置３１が取り付けられ
ている。　
　また、この観察窓に隣接する照明窓１３には、照明レンズ系２７とライトガイド２８の
先端部が取り付けられている。　
　上記撮像装置３１は、複数のレンズ１１ａ～１１ｆから構成される対物レンズ系１１と
、この対物レンズ系１１の結像位置に、光電変換する撮像面３２ａが配置された電荷結合
素子（ＣＣＤ）、ＭＯＳイメージャ等からなる固体撮像素子（撮像素子と略記）３２と、
この撮像素子３２の裏面に配置された複数の電気基板３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄと
を有する。
【００１６】
　なお、電気基板３３ａ～３３ｄを区別して述べる場合には第１の電気基板３３ａ～第４
の電気基板３３ｄとも言う。　
　これら複数の電気基板３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄは、撮像素子３２の裏面から、
該裏面に垂直となる方向に突出するように設けられた複数本のマイクロピン３４，…，３
４を貫通して積層化した状態で、それぞれ半田付け部４６ｂにおいて複数本のマイクロピ
ン３４，…，３４と半田付けされる。各マイクロピン３４は、例えば断面が円形の銅線等
の金属線で形成されている。　
　また、積層化された複数の電気基板３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄを貫通して後方側
に突出する複数本のマイクロピン３４，…，３４の後端には、駆動信号及び撮像信号を伝
送する信号ケーブル３５を構成する複数本のケーブル又は信号線としてのリード線３６の
先端が半田付けにより接続されて、リード線接続部３６ａ（図３参照）が形成される。
【００１７】
　なお、後述するように複数の電気基板３３ａ～３３ｄにおける例えば電気基板３３ａに
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おける一方の基板面にはブロック化実装部品５１ａ（図２で符号を省略）等が実装されて
いる。　
　この電気基板３３ａに、電気基板３３ｂを重ねて積層化できるように電気基板３３ｂに
は、ブロック化実装部品５１ａを収納する開口部５３ａが設けられている。他の電気基板
３３ｃ、３３ｄも、積層化し易い構成にしている。　
　対物レンズ系１１を構成する複数のレンズ１１ａ～１１ｆは、略円筒形状のレンズ枠３
７に固定されている。このレンズ枠３７の後端側は、撮像素子３２が取り付けられた素子
枠３８の前端側に嵌入される。　
　撮像素子３２は、その撮像面３２ａを保護するための撮像面３２ａの直前に第１のカバ
ーガラス３９ａが取り付けられている。
【００１８】
　第１のカバーガラス３９ａの前面が固着された、第１のカバーガラス３９ａよりも大き
いサイズの第２のカバーガラス３９ｂを素子枠３８に接着等により固着することにより撮
像素子３２が素子枠３８に取り付けられている。
【００１９】
　そして、ピント調整によって、対物レンズ系１１による被写体の光学像が撮像面３２ａ
にフォーカスして結像される状態で、レンズ枠３７と素子枠３８とが固定されている。素
子枠３８の後端側には、電磁シールドするためのシールド枠４０が配設されている。　
　素子枠３８及びシールド枠４０は、熱収縮チューブ４１により覆われている。この熱収
縮チューブ４１の後端は、信号ケーブル３５を覆う保護チューブ４２の先端側に固定され
る。
【００２０】
　また、シールド枠４０の内側に配置された撮像素子３２、積層化された複数の電気基板
３３ａ～３３ｄ、信号ケーブル３５のリード線３６等の周囲の空間に封止樹脂４３を充填
して（湿気等を予防するように）封止すると共に、撮像素子３２、複数の電気基板３３ａ
～３３ｄ等をシールド枠４０の内側に固定している。　
　なお、図２における封止樹脂４３の後端付近が、硬質の先端部６の後端となり、この後
端に隣接して湾曲自在の湾曲部７が形成されている。　
　図４は、裏面に複数本のマイクロピン３４，…，３４が設けられた撮像素子３２と、複
数本のマイクロピン３４，…，３４と半田付けにより機械的に固定されると共に電気的に
接続される複数の電気基板３３ａ～３３ｄとを組付（取付）前の状態で示す。
【００２１】
　図４に示すように撮像素子３２は矩形の板形状であり、その裏面における周縁に沿って
（図示例には、４辺に沿って）、複数本のマイクロピン３４，…，３４が、例えば所定の
間隔で突出するように配列されている。　
　一方、各電気基板３３ｉ（ｉ＝ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、例えば撮像素子３２の矩形の寸法
に近い矩形の板形状であり、撮像素子３２の複数本のマイクロピン３４，…，３４をそれ
ぞれ、一方の基板面から他方の基板面へと貫通して通すことができる貫通路としての貫通
溝４５，…，４５が設けられている。　
　各貫通溝４５は、各電気基板３３ｉの４つの端面（具体的には上、下、左、右の端面）
に、上記マイクロピン３４の配列の間隔と同じ間隔で、例えば半円形に近い形状で形成さ
れている。
【００２２】
　つまり、各電気基板３３ｉには、撮像素子３２における複数本のマイクロピン３４，…
，３４をそれぞれ設けた位置に対応する位置に複数の貫通溝４５，…，４５が設けられて
いる。　
　また、撮像素子３２の裏面における周辺に沿って複数本のマイクロピン３４，…，３４
を設けると共に、各電気基板３３ｉにおいても、複数本のマイクロピン３４，…，３４を
それぞれ貫通可能とする複数の貫通溝４５，…，４５を基板面の周辺に沿って設けること
により、以下のように基板面に電子部品を実装する場合にも積層化してコンパクトに纏め
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ることがし易い構造にしている。　
　図５Ａから図５Ｄは、それぞれ第１電気基板３３ａから第４電気基板３３ｄを図４の右
側から見た一方の基板面、つまり撮像素子３２側と反対側となる基板面を示す。
【００２３】
　図５Ａから図５Ｄに示すようにこれらの基板面における各貫通溝４５に隣接する半円リ
ング部分に、それぞれ半田ボールが設けられたランド部４６が形成されている。なお、他
方の基板面（つまり撮像素子側となる基板面）には貫通溝４５に隣接して半田ボールが設
けられたランド部４６は設けられていない。　
　図４に示すように撮像素子３２の裏面から突出する複数本のマイクロピン３４，…，３
４を、その右側に示す電気基板３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄにおける貫通溝４５，…
，４５に順次通すことができる。　
　図５Ａに示すように電気基板３３ａにおける撮像素子側と反対側となる基板面における
貫通溝４５が設けられた周縁から離間した例えば中央付近にブロック化した実装部品とし
てのブロック化実装部品５１ａが実装されている。このブロック化実装部品５１ａは、矩
形状の基板の上にさらに電子部品５１ｂが実装されている。
【００２４】
　なお、ブロック化実装部品５１ａは、電気基板３３ａにおける図５Ａに示すように上下
方向に対向する２辺から等距離の位置にその上下方向の縁が位置するように配置されてい
る。ブロック化実装部品５１ａは、上下方向の場合と同様に（上下方向の場合の距離の値
とは異なるが）水平方向に関しても等距離の関係を満たすように実装されている。　
　また、この基板面には、複数のランド部４６とブロック化実装部品５１ａと電気的に接
続するためのプリントパターン５２が形成されている。　
　なお、図５Ａ（図５Ｂ～図５Ｄも同様）における符号４６ａで示すランド部は、その内
側の貫通溝４５内を貫通するマイクロピン３４が信号ケーブル３５と半田付けにより電気
的に接続されるランド部のものを示す。
【００２５】
　従って、複数本のマイクロピン３４，…，３４の全てが、信号ケーブル３５のリード線
３６と電気的に接続されるものでなく、その一部となる複数本が信号ケーブル３５との電
気的接続に利用される。この場合の複数本は、少なくとも電源用及びグランド用の２本と
、撮像素子３２の駆動用及び出力用の２本以上、つまり４本以上の本数となる。従って、
電気的接続に利用されるマイクロピンと電気的接続に利用されないマイクロピンとの本数
は、少なくとも５本以上であり、本実施形態においては電気的接続に利用されないマイク
ロピンの本数が電気的接続に利用されるマイクロピンの本数よりも多くしている。　
　このように、電気的接続に利用しない複数本のマイクロピン３４，…，３４により、撮
像素子３２の裏面に積層化した複数の電気基板３３ａ～３３ｄを固定した場合の機械的強
度を向上することができる。　
　本実施形態においては、信号ケーブル３５との電気的接続に利用しないマイクロピン３
４の本数の割合が電気的接続に利用するマイクロピン３４の本数よりもかなり大きい（具
体的には４倍程大きい。但し、この４倍の値に限定されるものでない。）ので、機械的強
度を大幅に向上することができる。
【００２６】
　このように本実施形態においては、電気的接続に利用しないマイクロピン３４は、電気
基板３３ａ～３３ｄのランド部４６において半田付けすることにより、電気基板３３ａ～
３３ｄを固定した際の機械的強度を向上する機能を持つ。
【００２７】
　図５Ｂに示す電気基板３３ｂには、上記電気基板３３ａのブロック化実装部品５１ａが
設けられた位置に対応して、このブロック化実装部品５１ａを収納可能とする矩形状の開
口部５３ａが設けられている。従って、この開口部５３ａにブロック化実装部品５１ａを
収納することにより、高密度に積層化することができる。　
　また、電気基板３３ｂの基板面には開口部５３ａに隣接して小型の電子部品５１ｂが実
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装され、電子部品５１ｂはプリントパターン５２によりランド部４６と電気的に接続され
ている。　
　図５Ｃに示す電気基板３３ｃには、上記電気基板３３ａのブロック化実装部品５１ａが
設けられた位置に対応して、このブロック化実装部品５１ａを収納可能とすると共に、電
気基板３３ｂに実装された電子部品５１ｂを収納可能とする矩形状の開口部５３ｂが設け
られている。
【００２８】
　また、この基板面には開口部５３ｂに隣接して小型の電子部品５１ｂが実装され、電子
部品５１ｂはプリントパターン５２によりランド部４６と電気的に接続されている。　
　図５Ｄに示すように撮像素子３２の裏面から最も離間した距離で積層される電気基板３
３ｄには、上記電気基板３３ｂに実装された電子部品５１ｂを収納可能とする横長となる
矩形状の開口部５３ｃが設けられている。また、この基板面には開口部５３ｃに隣接した
中央付近に、上述した電子部品５１ｂよりも例えば発熱量が大きい電子部品としての集積
回路（ＩＣ）５１ｃが実装され、ＩＣ５１ｃはプリントパターン５２によりランド部４６
と電気的に接続されている。なお、ＩＣ５１ｃでなく抵抗チップなどの電子部品を実装し
ても良い。　
　図４に示すように例えば４枚の電気基板３３ａ～３３ｄを積層化する場合、マイクロピ
ン３４の端部（具体的には後端部）から離間する距離が大きくなる電気基板３３ａに実装
される電子部品５１ｂを、より小さい距離となる電気基板３３ｂ、３３ｃに実装される電
子部品５１ｂよりも耐熱性が低いものを搭載するようにしても良い。
【００２９】
　このように複数の電気基板３３ａ～３３ｄに実装する電子部品５１ｂ等を選択して積層
化ことにより、後述するようにマイクロピン３４の端部を加熱して半田付けする場合、電
子部品５１ｂを熱により劣化させるようなことを低減できる。　
　図４又は図５Ａ～図５Ｄに示すような電気基板３３ａ～３３ｄの構造にすることにより
、図６Ｂに示すように撮像素子３２の裏面に４枚の電気基板３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３
３ｄを密着させて積層化した状態に設定することができる。　
　さらに図６Ｃに示すように積層化した状態において、電気基板３３ｄから突出する複数
本のマイクロピン３４，…，３４の端部側を加熱することにより、各電気基板３３ｉと、
貫通溝４５を通した各マイクロピン３４をそれぞれランド部４６における半田ボールの溶
融による半田付け部４６ｂにより固定することができる。なお、ランド部４６とマイクロ
ピン３４とは半田付けにより固定されると共に、導電性の半田により電気的に接続される
。
【００３０】
　図６Ｃは、図６Ｂにおいて電気基板３３ｄから突出する複数本のマイクロピン３４，…
，３４の端部側を、２点鎖線で模式的に示す加熱炉５６により加熱して半田付け部４６ｂ
を形成する様子を示す。　
　この場合、図６Ｃに示すように半田付け部４６ｂは、各電気基板３３ｉにおける半田ボ
ールが設けられたランド部４６の半田ボールの溶融により形成されるため、ランド部４６
が形成された撮像素子３２側と反対側となる基板面のみに形成される。　
　　従って、各電気基板３３ｉにおける両方の基板面にランド部を設けた場合よりも、半
田付けによる固定の際に撮像素子３２に加わる熱量を低減できる。
【００３１】
　具体的には、加熱により溶融された半田ボールが周囲に熱を放出して固定するまでの間
に、半田ボールが有する熱の一部がマイクロピン３４を介して撮像素子３２に伝達する。
　
　このため、半田ボールを設けたランド部を電気基板３３ｉの両方の基板面に設ける場合
よりも一方の面のみに設ける方が、撮像素子３２に及ぼす熱量を低減できる。さらに、撮
像素子側と反対側の基板面にランド部４６を設けているので、撮像素子側の基板面に設け
た場合よりも、撮像素子３２に加わる熱量を低減できる。　
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　なお、図６Ａは、図４に示す状態から図６Ｂに示す状態に設定する途中の状態として、
撮像素子３２の裏面に第１の電気基板３３ａを密着させた状態を示す。
【００３２】
　また、図６Ａにおいて、符号３４ａで示すマイクロピンは、撮像素子３２内部の図示し
ない撮像チップと電気的に接続されるマイクロピンを示し、このマイクロピン３４ａに隣
接して設けられたマイクロピン３４ｂは、例えばマイクロピン３４ａよりも撮像素子３２
内部での長さが短く、撮像素子３２内部の撮像チップとは電気的に接続されていないダミ
ーとなるマイクロピン３４ｂを示している。　
　なお、マイクロピン３４ｂの撮像素子３２内部での長さを、マイクロピン３４ａの場合
と殆ど同じに設定しても良い。勿論、マイクロピン３４ｂは、撮像チップとは電気的に接
続しない。
【００３３】
　また、本実施形態においては図６Ｃに示すように加熱炉により、複数の電気基板３３ａ
～３３ｄと複数本のマイクロピン３４，…，３４との半田付けによる固定及び電気的接続
の作業を簡単に行うことができるようにしている。　
　次に図７を参照して撮像装置３１を製造する手順を説明する。　
　最初のステップＳ１において製造者は、図５Ａ～図５Ｂに示すように、撮像装置３１に
組み込む複数の電気基板３３ａ～３３ｄにおけるそれぞれ一方の基板面に、複数本のマイ
クロピン３４，…，３４を、貫通させることができる貫通溝４５，…，４５に隣接する半
円リング部分に半田ボールを設けたランド部４６を形成する。
【００３４】
　次のステップＳ２において製造者は、図４に示すように撮像素子３２の裏面から突出す
る複数本のマイクロピン３４，…，３４を、複数（具体的には４枚）の電気基板３３ａ～
３３ｄに設けられた貫通溝４５，…，４５にそれぞれ貫通させる。　
　なお、図６Ａは、複数本のマイクロピン３４，…，３４を、第１の電気基板３３ａの貫
通溝４５，…，４５に貫通させた状態を示している。　
　そして、撮像素子３２の裏面に４枚の電気基板３３ａ～３３ｄを密着した積層化した状
態にする。この状態を図６Ｂに示す。図６Ｂに示すように複数の電気基板３３ａ～３３ｄ
を重ねて積層化することにより、撮像素子３２の裏面に電子部品等を３次元的に高密度に
配置できる。
【００３５】
　次のステップＳ３において製造者は、図６Ｃに示す加熱する加熱装置としての加熱炉５
６により、電気基板３３ｄからさらに突出する複数本のマイクロピン３４，…，３４の端
部を同時に加熱する。　
　そして、加熱炉５６により複数本のマイクロピン３４，…，３４の端部を、同時に加熱
することにより、各マイクロピン３４が貫通して接触する各ランド部４６の半田ボールを
溶融する。　
　ランド部４６の半田ボールが溶融する状態まで加熱したら、加熱炉５６から撮像素子３
２を出して、複数本のマイクロピン３４，…，３４の端部の加熱を停止する。なお、加熱
炉５６と撮像素子３２との一方を移動させることにより、加熱と、加熱停止を行うように
しても良い。加熱の停止後、複数本のマイクロピン３４，…，３４の端部を冷却装置等で
冷却しても良い。溶融した半田ボールが固化することにより、ランド部４６に半田付け部
４６ｂが形成される。なお、図６Ｃにおける半田付け部４６ｃは、固化した状態の場合に
対応する。
【００３６】
　次のステップＳ４において製造者は、信号ケーブル３５のリード線３６を複数本のマイ
クロピン３４，…，３４における実際に接続させるべき複数本（例えば全体の本数の数分
の１）のマイクロピン３４，…，３４に半田付けで接続する。　
　次のステップＳ５において製造者は、撮像素子３２の撮像面３２ａを保護するカバーガ
ラス３９ａの前にカバーガラス３９ｂを背着などにより取付け、このカバーガラス３９ｂ
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を素子枠３８に接着等で固定する。　
　また、素子枠３８を、対物レンズ系１１が取り付けられたレンズ枠３７に嵌合させてピ
ント調整して、素子枠３８とレンズ枠３７とを連結して固定する。さらに、素子枠３８の
後端部分をシールド枠４０で覆い、その内部に封止樹脂を充填する。そして、素子枠３８
及びシールド枠４０を覆うように熱収縮チューブ４１を取り付けることにより図３に示す
撮像装置３１が製造される。
【００３７】
　また、この撮像装置３１は、内視鏡２内に組み込まれる。この場合、撮像装置３１の先
端側部分が図２に示すように内視鏡２の先端部６の貫通孔に固定される。　
　このような構成及び製造方法により製造される本実施形態の撮像装置３１は、撮像素子
３２の裏面に複数の電気基板３３ａ～３３ｄを積層化してコンパクトに配置でき、そのサ
イズを小さくできる。つまり撮像装置３１を小型化することができる。　
　また、この撮像装置３１によれば、基板面に電子部品が搭載された電気基板に隣接する
電気基板においては前記電子部品を収納可能とする開口部を設けているので、開口部を設
けていない場合よりも高密度に電気基板を積層化できる。つまり撮像装置３１を小型化す
ることができる。
【００３８】
　また、複数本のマイクロピン３４，…，３４を用いて複数の電気基板３３ａ～３３ｄに
おけるランド部４６においてそれぞれ半田付けで固定する半田付け部４６ｂを形成してい
る。　
　この場合、本撮像装置３１においては、撮像素子３２又は信号ケーブル３５と電気的に
接続することが必要でない複数本のマイクロピン３４，…，３４を設けており、これらの
マイクロピン３４，…，３４もランド部４６においてそれぞれ半田付けで固定する構成に
しているので、撮像装置３１の機械的強度を大きくできる。　
　また、撮像素子３２と複数の電気基板３３ａ～３３ｄとの半田付けによる固定及び電気
的接続を加熱炉５６等による複数本のマイクロピン３４，…，３４の同時加熱によって、
簡単かつ短時間に行うことができる。
【００３９】
　また、撮像素子３２の内部の撮像チップと電気的に接続されていないダミーのマイクロ
ピン（例えば図６Ａの符号３４ｂ）を設けている。従って、撮像素子３２の画素数を増大
させる場合等、種類が異なる撮像素子３２のために内部の撮像チップと電気的に接続させ
たマイクロピンの本数を増大することが必要になるような場合、ダミーのマイクロピンを
利用することができる。つまり、本撮像装置３１は、拡張し易い構成となる。　
　また、この撮像装置３１によれば、撮像素子側と反対側の基板面のみにランド部４６を
設けているので、半田付けによる熱が撮像素子３２に与える影響を低減できる。　
　また、この撮像装置３１を内視鏡２の先端部６に設けた場合、硬質の先端部６のサイズ
、より具体的には長手方向のサイズを小さくすることができる。
【００４０】
　また、本実施形態においては、電子部品を実装する屈曲自在のフレキシブルプリント基
板を用いていないので、フレキシブル基板を用いた場合の屈曲量が固定されないために撮
像装置毎に屈曲量（屈曲形状）がばらつかないように調整や検査する手間を必要としない
。　
　このため、本実施形態の撮像装置３１は、その組み立て又は製造が簡単かつ短時間に行
える。また、製品間のばらつきも小さくできる。　
　また、撮像素子３２の裏面に複数の電気基板３３ａ～３３ｄを用いて電子部品等を実装
配置する場合、電子部品等の耐熱性等を考慮して配置することができる。
【００４１】
　例えば、ＩＣ５１ｃのように発熱し易い（又は発熱する）電子部品を撮像素子３２から
最も離間した電気基板３３ｄに配置することができる。このように発熱し易い部品を、撮
像素子３２から離間した電気基板に実装することにより、（発熱し易い部品による温度上



(13) JP WO2011/030608 A1 2011.3.17

10

20

30

40

50

昇による）撮像素子３２に及ぼす特性の劣化などを低減したり、撮像素子３２が温度上昇
のためにノイズが増大することを低減することができる。　
　また、複数本のマイクロピン３４，…，３４を電気基板の周縁に沿って形成することに
より、電子部品等を実装する場合のエリアを広くできると共に、電子部品を配置する場合
の自由度も大きくできる。また、複数本のマイクロピン３４，…，３４を周縁に沿って形
成することにより、周縁に補強のためのフレームを配置したように、複数本のマイクロピ
ン３４，…，３４により囲まれたその内側に積層化された複数の電気基板を保護する機能
を持たせることができる。　
　周縁でなく中央にマイクロピン３４を設けることもできるが、電子部品を実装する場合
の制約となる。
【００４２】
　なお、本実施形態においては、撮像素子３２の裏面における周縁の全範囲に渡って複数
本のマイクロピン３４，…，３４を設けた例で示しているが、周縁に沿った一部の範囲で
も良い。　
　例えば図４に示す４辺における対向する２辺、又は直角方向に隣接する２辺に沿って、
つまりＬ字状に複数本のマイクロピン３４，…，３４を設けても良い。また、１辺又は３
辺に沿って複数本のマイクロピン３４，…，３４を設けても良い。　
　また、各電気基板３３ｉに設ける貫通溝４５も、図４等に示すものに限定されるもので
なく、撮像素子３２に設けられる複数本のマイクロピン３４，…，３４に対応して、それ
らのマイクロピン３４，…，３４を貫通させるように設けるようにすれば良い。
【００４３】
　なお、上述した実施形態においては、複数本のマイクロピン３４，…，３４を貫通させ
る貫通溝４５の場合に限定されるものでなく、図８Ａに示すように貫通孔５８でも良い。
　
なお、図８Ａにおいては、撮像素子３２の裏面に４枚の電気基板３３ａ～３３ｄを重ねて
積層化した状態で示しており、各貫通孔５８にはマイクロピン３４が貫通している。
【００４４】
　また、図８Ａにおける２点鎖線は、マイクロピン３４を貫通させない状態での電気基板
３３ｄの一部を示し、２点鎖線で貫通孔５８を示している。この場合には、貫通孔５８の
周囲に、半田ボールを設けた円環形状のランド部５９を設けるようにしている。　また、
複数本のマイクロピン３４，…，３４は、信号ケーブル３５の信号線の本数以上であれば
、図４，図８Ａに示す本数に限定されるものでない。　
　また、撮像素子３２の裏面に積層化する複数の電気基板は、４枚の場合に限定されるも
のでなく、２枚以上の複数枚であれば良い。
【００４５】
　図６Ａにおいてダミーのマイクロピン３４ｂを示したが、このようなダミーのマイクロ
ピン３４ｂを撮像素子３２の種類識別用マイクロピンに利用しても良い。その適用例を図
８Ｂに示している。図８Ｂは、図６Ａの構成において、複数本のダミーのマイクロピンに
おける例えば３本を撮像素子３２の種類識別用マイクロピン３４ｂ１、３４ｂ２、３４ｂ
３とした例を示している。本実施形態の撮像装置３１に使用されている撮像素子３２にお
いては、種類識別用マイクロピン３４ｂ１、３４ｂ２、３４ｂ３は、例えばそれぞれが電
気的に絶縁された状態である。　
　そして、この撮像素子３２よりも例えば画素数が増大された撮像素子を用いる場合、そ
の撮像素子は、図８Ｂにおいて２点鎖線で示すように種類識別用マイクロピン３４ｂ１、
３４ｂ２間が電気的に接続されている。　
　従って、種類識別用マイクロピン３４ｂ１、３４ｂ２間が絶縁か短絡かを調べることに
より、その撮像素子の種類を識別することができる。３本の種類識別用マイクロピン３４
ｂ１、３４ｂ２、３４ｂ３にすることにより、種類の識別機能を増大できる。なお、種類
識別用マイクロピンの本数は、２本又は３本の場合に限定されるものでない。また、複数
の種類識別用マイクロピン間を短絡又は絶縁した状態に設定して種類の識別に利用する場
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合に限らず、複数の種類識別用マイクロピン間を、種類識別用に設定された抵抗値を有す
る抵抗で接続しても良い。そして、その抵抗値の測定から撮像素子の種類を識別できるよ
うにしても良い。抵抗値を利用する場合には、抵抗値を複数種類用意することにより、種
類識別用マイクロピンに用いる本数を少なくすことができる。
【００４６】
　このようにダミーのマイクロピンを撮像素子の種類識別用マイクロピンに利用すること
により、撮像装置３１をより利用し易くなる。
【００４７】
　例えば撮像素子の種類として画素数が異なるものを同じサイズの外形にした撮像装置に
すると、より広い用途に利用し易くなると共に、製造コストを下げることができる。その
場合、各撮像素子の画素数を、種類識別用マイクロピンにより簡単に識別できる。
【００４８】
　なお、種類識別用マイクロピンの本数は、複数本であれば良い。また、複数本の種類識
別用マイクロピンを設ける場合、その内の１本は、撮像素子３２の内部の撮像チップと電
気的に接続されたマイクロピンと共通して使用（つまり、兼用）することもできるし、信
号ケーブル３５と接続されるマイクロピンと共通して使用することもできる。
【００４９】
　例えば、信号ケーブル３５と４本のマイクロピンが接続されている場合には、その内の
１本のマイクロピンを種類識別用マイクロピンと兼用できる。兼用しても影響を低減でき
るように、信号ケーブル３５のグラウンド接続用のリード線（信号線）に接続されるマイ
クロピンを種類識別用マイクロピンと兼用すると良い。このように１本を兼用すると、そ
の他に１本の種類識別用マイクロピンを用いて撮像素子の種類の識別が可能になる。つま
り、種類識別用マイクロピンの本数を削減できる。
【００５０】
　本実施形態の第２変形例として図８Ｃに示すような構成にしても良い。上述した実施形
態においては、撮像素子３２の裏面から突出する全てのマイクロピン３４の各端部が、撮
像素子３２の裏面に積層化された複数の電気基板３３ａ～３３ｄにおける最上層となる最
も後方側の電気基板３３ｄの後端側基板面（後端面と略記）よりも突出する構成としてい
た。　
　これに対して、本変形例の撮像装置の場合には、図８Ｃに示すように（信号ケーブル３
５の）リード線３６と電気的に接続されるマイクロピン３４の場合には、そのマイクロピ
ン３４の各端部は、電気基板３３ｄの後端面よりも突出する構成としているが、（信号ケ
ーブル３５の）リード線３６と電気的に接続されないマイクロピン３４ｃ１、３４ｃ２の
場合には、そのマイクロピン３４ｃ１，３４ｃ２における（撮像素子の裏面から後方側に
突出する）各端部は少なくとも電気基板３３ｄの後端面から突出しない構成にしている。
【００５１】
　なお、図８Ｃにおいては、２本のマイクロピン３４ｃ１，３４ｃ２に関して点線で示し
ているが、リード線３６と電気的に接続されない他のマイクロピンの場合も同様に電気基
板３３ｄの後端面から突出しない構成にしている。　
　また、図８Ｃにおいては、マイクロピン３４ｃ１，３４ｃ２における各端部の位置が異
なる（つまり、長さが異なる）場合で示しているが、同じ位置（長さ）に設定しても良い
。なお、上述した実施形態の場合と同様に、撮像素子３２の裏面から突出する全てのマイ
クロピンは、それぞれ１本のピンにより形成されている。　
　このような構成にすることにより、本変形例は、リード線３６をマイクロピン３４と半
田付けにより電気的に接続してリード線接続部３６ａを形成する場合、（電気的な）接続
に使用しないマイクロピン３４ｃ１，３４ｃ２等は、電気基板３３ｄの後端面から突出し
ないので、半田付けを行う際に邪魔にならない。従って、本変形例は、半田付けを行い易
くする効果を有する。なお、マイクロピン３４ｃ１，３４ｃ２は、ダミーのマイクロピン
の場合に限らず、撮像素子３２の内部のチップと接続されたマイクロピンの場合もあり得
る。
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【００５２】
　ところで、近年、撮像装置に使用される固体撮像素子の小型化／高画素化が進んでいる
。それに伴い、高周波駆動が必要になり、その結果として撮像装置内に実装すべき電子部
品の数が多くなり、撮像装置が大型化し、内視鏡の先端部の外形が大型化、または硬質長
が長くなってしまうという課題がある。　
　この課題に対して、隣接するケーブルの半田付けする距離を小さくし、しかもその距離
を小さくしてもショートしない構造にすることで、撮像装置を小型化する目的を実現する
。図９Ａ及び図９Ｂは、この場合の構成例を示す。
【００５３】
　図９Ａに示す撮像装置６０は、固体撮像素子（撮像素子と略記）６１を有し、この撮像
素子６１には、先端が接続されたＦＰＣ６２が、撮像素子６１の底面付近から撮像素子６
１の裏面の後方側に延出される。　
　撮像素子６１の後方側に延出されたこのＦＰＣ６２は、途中で上方側にＬ字状に折り曲
げられた折曲部６２ａが形成される。撮像素子６１の裏面と、折り曲げられたＦＰＣ６２
との間に凹部が形成され、ブロック化されたブロック化実装部品６３が実装される。また
、折曲部６２ａの裏面には、信号ケーブルを構成する複数のケーブル６４を半田付けで接
続するケーブル半田付け部６５ａ、６５ｂ、６５ｃが形成されている。
【００５４】
　そして、図９Ａの点線で示すように、撮像素子６１の裏面のブロック化実装部品６３及
びケーブル６４のケーブル半田付け部６５ａ，６５ｂ，６５ｃの周囲に接着剤６６を充填
する構造にしている。　
　この場合、ケーブル半田付け部６５ａ，６５ｂ，６５ｃは、図９Ａの矢視Ａとしての図
９Ｂに示すようにＦＰＣ６２（の折曲部６２ａ）における、その一部を切り欠いて折り曲
げた折曲部６７ａ、６７ｂ、６７ｃにそれぞれ設けられている。　
　なお、切欠部６８ａ，６８ｂ，６８ｃは、それぞれ折曲部６７ａ、６７ｂ、６７ｃを形
成する際の切欠部分となる。切欠部６８ａ等において、ブロック化実装部品６３が露出す
る。
【００５５】
　折曲部６７ａのケーブル半田付け部６５ａと、その下側の折曲部６７ｃのケーブル半田
付け部６５ｃとは、縦方向に近接して形成されているが、その間に折曲部６７ａ、６７ｃ
が壁のように介在しているので、隣接するケーブル半田付け部６５ａ、６５ｃ間の距離が
小さくてもショートしにくい構造となる。　
　また、折曲部６７ａのケーブル半田付け部６５ａと、折曲部６７ｂのケーブル半田付け
部６５ｂとは、横方向に近接して形成されているが、縦方向に段差状に異なる高さ位置に
形成されている。　
　そして、折曲部６７ａのケーブル半田付け部６５ａの直ぐ横には、折曲部６７ｂが壁の
ように介在した状態となるので、隣接するケーブル半田付け部６５ａ、６５ｂ間の距離が
小さくてもショートしにくい構造となる。
【００５６】
　また、ＦＰＣ６２を切り欠いた切欠部６８ｄにより形成した折曲部６７ｄは、電子部品
６９が実装されている。　
　本撮像装置６０は、撮像素子６１が接続されるＦＰＣ６２と、ブロック化実装されたブ
ロック化実装部品６３とを有し、ＦＰＣ６２を少なくとも２つ切り欠き、折り曲げられた
スペースに、ケーブル半田付け部６５ａ等を設けるようにしている。　
　このような構成にすることにより、折り曲げられた基板部分を壁のように介在させて隣
り合うケーブル半田付け部６５ａ，６５ｂ、６５ｃをショートし難い構造にできる。　
　また、折曲部をケーブル半田付け部に利用する代わりに電子部品を実装してもよく、こ
の場合には、撮像装置を小型化することができる。
【００５７】
　また、実装されたブロック化実装部品６３をＦＰＣ６２の切欠部６８ａ、６８ｄ等で露
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出させ、接着剤６６を充填可能にしている。これにより、ブロック化実装部品６３をＦＰ
Ｃ６２が剥離することなく実装した状態を維持させることができる。　
　従って、この撮像装置６０によれば、　隣接するケーブル半田付け部のショートを防止
し、小型化を実現することができる。　
　従来の信号ケーブルは、複数のケーブルを撚り合わせたケーブル群の外周に総合シール
ド及び外皮が設けられていた。このため、ケーブル部分を、外皮で覆われた信号ケーブル
の端部から露出させて、撮像素子に接続される基板等に電気的に接続しようとする場合に
は、信号ケーブルの端部側の外皮をストリッパーにより除去（ストリップ）することが必
要となる。
【００５８】
　従来においては、ストリッパーを信号ケーブルに当てて外皮を除去する際、ストリッパ
ーの構造上の制約から、信号ケーブルからストリップされる長さ、つまりストリップ長が
、小型化しようとする場合においては、許容される以上に長くなるという課題があった。
　
　このためストリッパーによりストリップした場合にも、より短いストリップ長にして、
小型化を実現できるようにするために図１０Ａに示すような構成にしても良い。　
　図１０Ａに示す信号ケーブル７１は、外皮７２と、この外皮内側の総合シールド７３と
、その内側のシース７４と、このシース７４の内側に撚り合わされた複数のケーブルから
なるケーブル群７５とを有すると共に、総合シールド７３の外周面とシース７４内周面と
の間と、ケーブル群７５の外周面とシース７４内周面との間に潤滑剤７６が塗布されてい
る。
【００５９】
　なお、図１０Ａは、例えば既存のストリッパーにより外皮７２をストリップした状態か
らその内側の総合シールド７３等を形成した状態を示す。従って、図１０Ａにおける距離
Ｌが、ストリップ長Ｌとなる。　
　上記潤滑剤７６は、例えばシリコン粒子等の潤滑性に富む（摩擦係数が小さい）物質で
形成されており、従ってこの潤滑剤７６により、外側の総合シールド７３側と、内側のシ
ース７４側とが長手方向に相互に進退自在であると共に、ケーブル群７５とその外側のシ
ース７４側も長手方向に相互に進退自在となっている。　
　このような構成の信号ケーブル７１を用いて、ケーブル群７５を、撮像素子に接続され
る基板７７に接続する場合を説明する。信号ケーブル７１を既存のストリッパーにより外
皮７２を除去し、例えば図１０Ｂに示すようにケーブル群７５側を、その外側のシース７
４側の先端から突出するように移動させる。
【００６０】
　ケーブル群７５をシース７４の先端から突出させることにより、各ケーブルを基板７７
における接続すべき半田付け部に半田付けして電気的に接続する。　
　この場合、基板７７の後端とシース７４の先端との距離がＬ１であるとする。　
　半田付けした後に、外皮７２側を図１０Ｂにおける左側、つまり基板７７側に移動させ
る操作を行うことにより、基板７７の後端とシース７４の先端との距離をＬ２にすること
ができる。この場合、Ｌ１＞Ｌ２に設定できる。また、図１０Ｃの場合のストリップ長は
、図１０ＡのＬよりも短くなる。　
　従って、このような構造の信号ケーブル７１を用いると、実質的にストリップ長を短く
することができる。
【００６１】
　また、基板７７に接続される信号ケーブル７１の先端側の変形できない硬質部分の長さ
を短くできると共に、基板７７に接続した信号ケーブル７１の先端側が撮像装置を構成す
る場合には、ストリップ長の短縮により、撮像装置を小型化できる。　
　なお、上述の説明ではシース７４の外周面にも潤滑剤７６を設けた例で示しているが、
ケーブル群７５の外周部分のみに潤滑剤７６を設けて、ケーブル群７５とその外側のシー
ス側とを進退自在にした構成の場合にも、同様にストリップ長を短くすることができる。
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　また、ケーブル群７５側の突出量を従来の信号ケーブルの場合よりも調整できるので、
基板７７のランド部等への半田付けも、より半田付けし易い状態に設定して半田付けする
ことができる。従って、半田付けの作業が容易となる。
【００６２】
　従来、内視鏡の先端部等に搭載される撮像装置を構成する小型の基板に、複数のケーブ
ルからなる信号ケーブルを接続する際、接続先の基板の軸方向（先端部の長手方向）に列
を作ってパッドを設けた接続構造などが採用されていた。　
　このように軸方向にパッドが並ぶと、基板の奥行きの長さが十分にないと複数のケーブ
ルを接続するスペースが少ないので、小型の基板に接続できるケーブルの本数が少なくな
ってしなうという課題があった。　
　このため、以下に述べるように、基板面等のパッドにケーブルを一括接続する構造にす
ることによって、撮像装置におけるケーブル接続部周辺部の小型化と、容易な組立性を実
現するようにしても良い。
【００６３】
　図１１Ａは、撮像装置８０の概略の構成を示す。この撮像装置８０は、撮像素子８１と
、この撮像素子８１に一端が接続され、撮像素子８１の例えば底面に沿ってその裏面側に
延出されるＦＰＣ８２と、撮像素子８１の裏面側に延出されたＦＰＣ８２の上面に実装さ
れた、複数の実装部品を１つに纏めたブロック化実装部品８３とを有する。　
　このブロック化実装部品８３は、その上面部分がセラミック基板８３ａで形成され、内
部にも図示しない実装部品が実装されて、樹脂８３ｂにより立方体形状に固められ、その
上面には、実装部品８４が実装されている。　
　また、セラミック基板８３ａと接続された図示しないマイクロピンを介してブロック化
実装部品８３の底面に形成されたパッドがＦＰＣ８２と電気的に接続される。
【００６４】
　このブロック化実装部品８３における後端側の面（後端面）には、信号ケーブル８５を
構成する複数のケーブル８５ａが、それぞれ接続用のピン８６と接続された状態で、ピン
８６を収納する溝８７ａ（図１１Ｂ，図１１Ｃ参照）を設けた円錐台形状の樹脂部材８７
にセットされた状態で電気的に接続される。　
　この場合、ブロック化実装部品８３の後端面には、例えば所定の半径ｒ（この半径ｒに
関しては図１１Ｂ参照）上に等角度となる複数箇所（図示例では４箇所）に、配線のパッ
ド８８ａが形成されており、各パッド８８ａには半田ボール８８ｂが設けてある。　
　信号ケーブル８５の接続に利用する樹脂部材８７は、このブロック化実装部品８３の後
端面に設けた４箇所のパッド８８ａに合わせた構造に設定されている。
【００６５】
　なお、図１１Ａに示す２点鎖線は、樹脂部材８７の溝８７ａにピン８６を収納後にその
周囲を覆うように固定するための接着剤８９を示している。この接着剤８９に関しては、
図１１Ｄ以降において説明する。　
　図１１Ｂは図１１Ａの矢視Ｂにより樹脂部材８７の正面側から見た構造を示す。この場
合、２点鎖線によって図１１Ａにおける４箇所のパッド８８ａの位置も示している。　
　図１１Ｂに示すように樹脂部材８７は、パッド８８ａへの接続面側となる先端側が先細
り（収束する）形状となる円錐台形状であり、その円錐面（円錐の表面）に沿っての４箇
所に溝８７ａが形成され、各溝８７ａにはそれぞれピン８６が収納される。
【００６６】
　収納された各ピン８６の先端は、半径ｒの円形の先端面において、僅かに突出し、各パ
ッド８８ａにそれぞれ対向する位置となるように設定されている。　
　また、各ピン８６を収納した溝８７ａの後端付近は、その溝８７ａのサイズを大きくし
て、ピン８６の後端にケーブル８５ａの先端を半田付けした半田付け部８６ａ付近を収納
できるようにしている。　
　従って、図１１Ｂに示す樹脂部材８７の先端面における各ピン８６の先端をパッド８８
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ａに当接するように位置合わせして、半田付けする装置としてのリフローを用いて各ピン
８６をパッド８８ａに半田付けによる電気的接続を行うことにより、撮像装置８０を製造
することができる。この場合の電気的接続は、リフローを用いて容易に行うことができる
。
【００６７】
　このように樹脂部材８７を用いることにより、ケーブル８５ａを接続すべきパッド８８
ａに容易に電気的に接続することができる。従って、容易な組立性を実現できる。　
　また、図１１Ｂに示すように樹脂部材８７及びピン８６を用いることにより、パッド８
８ａとの電気的接続部となるピン８６の先端を小さなスペース部分（具体的には半径ｒの
円）に位置決めできる。従って、小さなスペース部分にパッド８８ａを設けた場合にも、
樹脂部材８７を用いて電気的接続が簡単にでき、ケーブル接続部周辺部を小型化すること
ができる。　
　図１１Ｃは、樹脂部材８７にピン８６を収納する前の状態を示し、以下に撮像装置８０
を組み立てる手順の説明を行う。
【００６８】
　図１１Ｃに示すようにケーブル８５ａにそれぞれピン８６を半田付けし、半田付けした
各ピン８６をその左側に示す樹脂部材８７の溝８７ａに収納する。　
　図１１Ｃで説明したように溝８７ａにピン８６を収納した樹脂部材８７を、図１１Ｄに
示すようにエポキシ樹脂等の接着剤８９で覆い、ピン８６を固定する。なお、図１１Ｄに
おける２点鎖線は、研磨ラインの１例を示す。　
　研磨装置により図１１Ｄに示す接着剤８９で覆われた樹脂部材８７を研磨ラインまで研
磨して図１１Ｅに示すような樹脂部材８７にする。　
　そして、図１１Ｅに示す樹脂部材８７を用いて、上述したようにピン８６の先端をパッ
ド８８ａに位置合わせして半田付けすることにより、撮像装置８０を製造する。なお、図
１１Ｅに示す樹脂部材８７を、さらに図１１Ｆに示すようにピン８６の外周側部分をさら
に研磨して例えば円錐面形状の研磨面８９ａを形成しても良い。
【００６９】
　この場合には、この研磨面８９ａを設けた樹脂部材８７を用いてピン８６をパッド８８
ａに半田付けすることになる。　
　この撮像装置８０は、複数の実装部品を一つにまとめたブロック化実装部品８３と、前
記ブロック化実装部品８３の端面に配線のパッド８８ａが設けてあり、前記ブロック化実
装部品８３に電気的に接続される各ケーブル８５ａがピン８６に接続され、前記ピン８６
がブロック化実装部品８３のパッド８８ａに電気的に接続されている特徴を有する。　
　また、前記ピン８６は、ブロック化実装部品８３に向かって、収束するように樹脂部材
８７にセットされている。また、前記ピン８６とケーブル８５ａの接続部分が樹脂部材８
７などにより接着固定されている特徴を有する。
【００７０】
　なお、前記ピン８６とケーブル８５ａの接続部分とを固着する接着剤８９等の樹脂部材
の外周を削るようにしても良い。　
　従来、撮像装置を構成する小型の基板に複数のケーブルを接続する際、接続先の基板の
段差部にパッドを設けた接続構造などが採用されていた。このように段差を設け、その部
分に半田付けなどで電気的に接続する場合は、基板の高さ方向と特に奥行きの長さが十分
にないと複数のケーブルを接続するスペースが足りなくなり、小型の基板に接続できるケ
ーブルの本数が少なくなるという課題があった。　
　このため、小型の基板にケーブルを接続する場合に、小型化が可能な構造を提供する目
的を達成するために、図１２Ａ、図１２Ｂに示すような構造にしても良い。
【００７１】
　　図１２Ａに示す撮像装置９０は、撮像素子９１と、この撮像素子９１に接続されたＦ
ＰＣ９２と、この撮像素子９１の裏面側におけるＦＰＣ９２に実装された複数の実装部品
を一つにまとめたブロック化実装部品９３と、このブロック化実装部品９３に電気的に接
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続される複数のケーブル９４を有する信号ケーブル９５を有する。　
　図１２Ｂに示すようにブロック化実装部品９３は、直方体形状であり、その上面を形成
するセラミック基板９３ａの上面には、第１の実装部品９３ｂが実装されている。　
　また、このセラミック基板９３ａの裏面には、第２の実装部品９３ｃが実装されている
。また、このセラミック基板９３ａの裏面から下方に、複数のマイクロピン９３ｄが突設
されている。
【００７２】
　このセラミック基板９３ａの裏面における第２の実装部品９３ｃやマイクロピン９３ｄ
の周囲に樹脂９３ｅを充填して、直方体形状にしている。　
　マイクロピン９３ｄの各下端は、ＵＢＭ（Ｕｎｄｅｒ Ｂｕｍｐｉｎｇ Ｍｅｔａｌ）と
ＴＡＢ（Tape Automated Bonding）テープ９３ｆを介してＦＰＣ９２と接続されている。
　
　また、ブロック化実装部品９３は、このブロック化実装部品９３を構成するマイクロピ
ン９３ｄ等と電気的に接続された金属材料等を用いた導電性のピン（第１のピン）９６ａ
と、ブロック化実装部品９３とは電気的に接続されていないピン（第２のピン）９６ｂと
が設けられている。
【００７３】
　この第２のピン９６ｂは、電気的接続に利用しないダミーのピンであり、電気的に接続
するための第１のピン９６ａとケーブル９４との半田付けによる接続を容易にする機能を
持つ。　
　第２のピン９６ｂは、例えば樹脂９３ｅの中にその基端が埋め込むようにして設けられ
ており、第１のピン９６ａの周囲に隣接して設けられている。
【００７４】
　これらのピン９６ａ、９６ｂは、図１２Ａに示すようにブロック化実装部品９３におけ
る撮像素子９１と反対側となる面（後面）に設けられている。
【００７５】
　そして、図１２Ａに示すようにケーブル９４の端部は、隣接する複数のピン、具体的に
は第１のピン９６ａ及び第２のピン９６ｂに接触させた状態での半田による半田付け部９
７により電気的に接続される。また、図１２Ａにおいても１本のケーブル９４を第１のピ
ン９６ａ及び第２のピン９６ｂとに半田付けにより電気的に接続した様子を示している。
【００７６】
　なお、ケーブル９４の端部を第１のピン９６ａと接続する場合、この第１のピン９６ａ
と、その周囲の１つ以上の第２のピン９６ｂとに接触させて半田付けで電気的に接続する
ようにしても良い。　
　このように本撮像装置９０においては、各ケーブル９４の端部を本来電気的に接続すべ
き第１のピン９６ａとその周囲の第２のピン９６ｂとに接触させて半田付けできるので、
半田ののりが第１のピン９６ａのみの場合よりも良くなり、半田付けが容易になる。従っ
て、本撮像装置９０によれば、ケーブル９４を２つ以上のピンに接触させて半田付けでき
るので、半田ののりが良く半田付けが容易になる。　
　また、半田付けを容易に行える理由により、第１のピン９６ａのみの場合で半田付けで
接続するためにケーブル９４を引き回しをする必要がなくなり、ケーブル接続部による硬
質長部分を短くできる。つまり、ケーブル接続部の硬質長の短縮により、撮像装置９０を
小型化できる。　
　また、上述した実施形態を部分的に組み合わせる等して構成される実施形態等も本発明
に属する。
【００７７】
　本出願は、２００９年９月１１日に日本国に出願された特願２００９－２１０８４８号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲、図面に引用されるものとする。
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【図１２Ｂ】 【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月14日(2012.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の一態様の撮像装置は、撮像素子における撮像面の裏面に、該裏面から突出する
ように設けた複数本のマイクロピンと、
　前記複数本のマイクロピンをそれぞれ貫通可能に形成した貫通孔又は貫通溝が設けられ
た基板面を有する複数の電気基板と、
　前記撮像素子の裏面に、前記複数本のマイクロピンを前記複数の電気基板の前記貫通孔
又は前記貫通溝にそれぞれ貫通した前記複数の電気基板を積層した状態で、前記複数本の
マイクロピンと前記複数の電気基板とを前記貫通孔又は前記貫通溝に隣接するランド部で
の半田付けにより固定する半田付け部と、
　を具備しており、前記複数の電気基板における少なくとも１枚には、電気部品が実装さ
れた基板面を有する第１の電気基板を有し、前記第１の電気基板に隣接して積層される第
２の電気基板には、前記電気部品を収納可能とする開口部を有する。　
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　撮像素子における撮像面の裏面に、該裏面から突出するように設けた複数本のマイクロ
ピンと、
　前記複数本のマイクロピンをそれぞれ貫通可能に形成した貫通孔又は貫通溝が設けられ
た基板面を有する複数の電気基板と、
　前記撮像素子の裏面に、前記複数本のマイクロピンを前記複数の電気基板の前記貫通孔
又は貫通溝にそれぞれ貫通した前記複数の電気基板を積層した状態で、前記複数本のマイ
クロピンと前記複数の電気基板とを前記貫通孔又は貫通溝に隣接するランド部での半田付
けにより固定する半田付け部と、
　を具備しており、前記複数の電気基板における少なくとも１枚には、電気部品が実装さ
れた基板面を有する第１の電気基板を有し、前記第１の電気基板に隣接して積層される第
２の電気基板には、前記電気部品を収納可能とする開口部を有することを特徴とする撮像
装置。
【請求項２】
　前記撮像素子の裏面から突出するように設けられた前記複数本のマイクロピンは、それ
ぞれ１本のピンで形成されていることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記複数の電気基板は、殆ど同じサイズの矩形形状であり、前記基板面に実装される前
記電子部品は、前記基板面の中央に実装されることを特徴とする請求項１に記載の撮像装
置。
【請求項４】
　前記複数本のマイクロピンは、前記撮像素子の裏面における周縁に沿って設けてあるこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記複数本のマイクロピンは、矩形形状の前記撮像素子の裏面における矩形の４辺に沿
った周縁に沿って設けてあることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、前記撮像装置との間で信号を伝送する信号ケ
ーブルと電気的に接続されると共に、少なくとも１本以上の第２のマイクロピンは、前記
信号ケーブルと電気的に接続されないことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、前記撮像装置との間で信号を伝送する信号ケ
ーブルと電気的に接続されると共に、前記第１のマイクロピンの数倍の本数の第２のマイ
クロピンは、前記信号ケーブルと電気的に接続されないことを特徴とする請求項１に記載
の撮像装置。
【請求項８】
　前記信号ケーブルと電気的に接続されない前記第２のマイクロピンの前記撮像素子の裏
面から突出する各端部は、前記撮像素子の裏面に積層された前記複数の電気基板における
少なくとも最も後方側の基板面よりも、後方側に突出しないように配置されることを特徴
とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記信号ケーブルと電気的に接続されない前記第２のマイクロピンの前記撮像素子の裏
面から突出する各端部は、前記撮像素子の裏面に積層された前記複数の電気基板における
少なくとも最も後方側の基板面よりも、後方側に突出しないように配置されることを特徴
とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記半田付け部を形成するランド部は、前記複数の電気基板における前記撮像素子側と
反対側となる基板面のみに設けてあることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
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【請求項１１】
　前記撮像装置は、内視鏡における挿入部の先端部に搭載されることを特徴とする請求項
１に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記撮像装置は、内視鏡における挿入部の先端部に搭載されることを特徴とする請求項
３に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンの前記撮
像素子の裏面から突出する各端部は、信号を伝送する信号ケーブルと電気的に接続される
と共に、前記複数本のマイクロピンにおける１本以上の第２のマイクロピンが前記撮像素
子の種類識別用マイクロピンとして用いられることを特徴とする請求項１に記載の撮像装
置。
【請求項１４】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、信号を伝送する信号ケーブルと電気的に接続
されると共に、前記複数本のマイクロピンにおける１本以上の第２のマイクロピンが前記
撮像素子の種類識別用マイクロピンとして用いられることを特徴とする請求項３に記載の
撮像装置。
【請求項１５】
　１本の前記第１のマイクロピンと、１本の前記第２のマイクロピンとは共通して使用さ
れることを特徴とする請求項１４に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記複数の電気基板における前記撮像素子の裏面から最も離間した電気基板には、集積
回路が実装されることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記第１の電気基板の基板面には、前記電子部品と少なくとも１つのランド部とを接続
するプリントパターンが形成されていることを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【手続補正書】
【提出日】平成24年5月21日(2012.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子における撮像面の裏面に、該裏面から突出するように設けた複数本のマイクロ
ピンと、
　前記複数本のマイクロピンをそれぞれ貫通可能に形成した貫通孔又は貫通溝が設けられ
た基板面を有する複数の電気基板と、
　前記撮像素子の裏面に、前記複数本のマイクロピンを前記複数の電気基板の前記貫通孔
又は貫通溝にそれぞれ貫通した前記複数の電気基板を積層した状態で、前記複数本のマイ
クロピンと前記複数の電気基板とを前記貫通孔又は貫通溝に隣接するランド部での半田付
けにより固定する半田付け部と、
　を具備しており、前記複数の電気基板における少なくとも１枚には、電気部品が実装さ
れた基板面を有する第１の電気基板を有し、前記第１の電気基板に隣接して積層される第
２の電気基板には、前記電気部品を収納可能とする開口部を有することを特徴とする撮像
装置。
【請求項２】
　前記撮像素子の裏面から突出するように設けられた前記複数本のマイクロピンは、それ
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ぞれ１本のピンで形成されていることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記複数の電気基板は、殆ど同じサイズの矩形形状であり、前記基板面に実装される前
記電気部品は、前記基板面の中央に実装されることを特徴とする請求項１に記載の撮像装
置。
【請求項４】
　前記複数本のマイクロピンは、前記撮像素子の裏面における周縁に沿って設けてあるこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記複数本のマイクロピンは、矩形形状の前記撮像素子の裏面における矩形の４辺に沿
った周縁に沿って設けてあることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、前記撮像装置との間で信号を伝送する信号ケ
ーブルと電気的に接続されると共に、少なくとも１本以上の第２のマイクロピンは、前記
信号ケーブルと電気的に接続されないことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、前記撮像装置との間で信号を伝送する信号ケ
ーブルと電気的に接続されると共に、前記第１のマイクロピンの数倍の本数の第２のマイ
クロピンは、前記信号ケーブルと電気的に接続されないことを特徴とする請求項１に記載
の撮像装置。
【請求項８】
　前記信号ケーブルと電気的に接続されない前記第２のマイクロピンの前記撮像素子の裏
面から突出する各端部は、前記撮像素子の裏面に積層された前記複数の電気基板における
少なくとも最も後方側の基板面よりも、後方側に突出しないように配置されることを特徴
とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記信号ケーブルと電気的に接続されない前記第２のマイクロピンの前記撮像素子の裏
面から突出する各端部は、前記撮像素子の裏面に積層された前記複数の電気基板における
少なくとも最も後方側の基板面よりも、後方側に突出しないように配置されることを特徴
とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記半田付け部を形成するランド部は、前記複数の電気基板における前記撮像素子側と
反対側となる基板面のみに設けてあることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記撮像装置は、内視鏡における挿入部の先端部に搭載されることを特徴とする請求項
１に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記撮像装置は、内視鏡における挿入部の先端部に搭載されることを特徴とする請求項
３に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンの前記撮
像素子の裏面から突出する各端部は、信号を伝送する信号ケーブルと電気的に接続される
と共に、前記複数本のマイクロピンにおける１本以上の第２のマイクロピンが前記撮像素
子の種類識別用マイクロピンとして用いられることを特徴とする請求項１に記載の撮像装
置。
【請求項１４】
　前記複数本のマイクロピンにおける少なくとも４本以上の第１のマイクロピンにおける
前記撮像素子の裏面から突出する各端部は、信号を伝送する信号ケーブルと電気的に接続
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されると共に、前記複数本のマイクロピンにおける１本以上の第２のマイクロピンが前記
撮像素子の種類識別用マイクロピンとして用いられることを特徴とする請求項３に記載の
撮像装置。
【請求項１５】
　１本の前記第１のマイクロピンと、１本の前記第２のマイクロピンとは共通して使用さ
れることを特徴とする請求項１４に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記複数の電気基板における前記撮像素子の裏面から最も離間した電気基板には、集積
回路が実装されることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記第１の電気基板の基板面には、前記電気部品と少なくとも１つのランド部とを接続
するプリントパターンが形成されていることを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。



(29) JP WO2011/030608 A1 2011.3.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(30) JP WO2011/030608 A1 2011.3.17

10

20

30

40



(31) JP WO2011/030608 A1 2011.3.17

10

20

30

40



(32) JP WO2011/030608 A1 2011.3.17

10

20

30

40



(33) JP WO2011/030608 A1 2011.3.17

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,S
E,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,
BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,I
L,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ
,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,
ZM,ZW

(72)発明者  山下　知暁
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  岩▲崎▼　誠二
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  正森　良輔
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  広谷　純
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 2H040 DA12  DA16  DA18  GA02 
　　　　 　　  4C161 AA00  BB00  CC06  DD03  LL02  NN01  PP06 
　　　　 　　  5C122 DA26  EA54  EA55  FB03  FC01  FC02  GE06  GE11  GE14  GE18 
　　　　 　　        GE20  HB01 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 成像设备和制造成像设备的方法

公开(公告)号 JPWO2011030608A1 公开(公告)日 2013-02-04

申请号 JP2011530777 申请日 2010-07-02

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

[标]发明人 星一久
石田雄也
口丸亨
山下知暁
岩崎誠二
正森良輔
広谷純

发明人 星 一久
石田 雄也
口丸 亨
山下 知暁
岩▲崎▼ 誠二
正森 良輔
広谷 純

IPC分类号 H04N5/225 A61B1/04 G02B23/24

CPC分类号 A61B1/042 A61B1/05 G02B23/2469 G02B23/2484 H01L27/14618 H01L27/14683 H01L2924/0002 
H04N5/2253 H04N2005/2255 H01L2924/00

FI分类号 H04N5/225.D H04N5/225.C A61B1/04.372 G02B23/24.B

F-TERM分类号 2H040/DA12 2H040/DA16 2H040/DA18 2H040/GA02 4C161/AA00 4C161/BB00 4C161/CC06 4C161
/DD03 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP06 5C122/DA26 5C122/EA54 5C122/EA55 5C122/FB03 
5C122/FC01 5C122/FC02 5C122/GE06 5C122/GE11 5C122/GE14 5C122/GE18 5C122/GE20 5C122
/HB01

代理人(译) 伊藤 进

优先权 2009210848 2009-09-11 JP

其他公开文献 JP5032704B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

图像拾取装置可以安装有电子设备，该电子设备具有设置成从图像拾取元件的图像拾取表面的后表面突出的多个微针和形成的通孔
或通槽，从而可以分别穿透多个微针。 具有板表面的多个电气板，以及具有多个微销的多个电气板，所述多个微销穿过图像拾取装
置的背面上的多个电气板的通孔或通槽。 并且，焊接部分通过在与通孔或通槽相邻的平台部分上进行焊接来固定微引脚和多个电路
板。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4d5a17b5-4879-41f7-890e-34cece0669d3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043732284/publication/JPWO2011030608A1?q=JPWO2011030608A1



